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令和７年２月１８日 

国土交通省関東地方整備局 

長野国道事務所 

 

国道１８号における片側交互通行規制への移行について 

（第２報） 

国道１８号長野県上水内郡飯綱町大字倉井地先の「深沢交差点」付近において実施してい

た全面通行止めについて、現地確認及び応急対策工が完了したため、令和７年２月１８日

（火）２２時３０分より片側交互通行規制へ移行しました。 

なお、今後安全対策工事を行う予定です。このため、当面の間、片側交互通行規制を行います

ので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

■片側交互通行規制への移行について 

令和７年２月１８日（火） ２２時３０分～ 

■片側交互通行規制区間 

 国道１８号長野県上水内郡飯綱町牟礼駅入口交差点付近～深沢交差点付近 

  

【経緯】 

 ２月１８日（火）１４時１５分 道路巡回にて落石確認 

         １８時４０分 全面通行止開始 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 長野市政記者クラブ･長野市政記者会･長野県庁会見場 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 長野国道事務所  

電話：０２６－２６４－７００１（代表） 

副所長     岡田（おかだ）（内線：２０５） 

管理第二課長  秋田（あきた）（内線：４４１） 
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国道１８号飯綱町大字倉井地先の片側交互通行規制区間 

○作業状況写真（R7.2.18 撮影） 

写真① 写真② 


